
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

人

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２８年４月１日現在の人数である。

　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該

　　　　職員を含んでいない。

 (3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

(注)1　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用

　　　いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。

　　2　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

※　平成２９年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している

　場合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

　給料月額の独自削減を平成２６年度は職務の級に応じ△１．５％～△２．５％として実施し、平成２７年度に独自削減を解消

したため上昇したもの。

計　　　　B

小樽市の給与・定員管理等について

6,397

千円

5,844

区　　分

千円

3,900,082

住民基本台帳人口

２８年度

A

２８年度

（２８年度末）

区分
A

1,034

給　与　費

千円

B

歳出額　

一人当たり
給与費　B／A

1,477,388

千円

16.6

給　 料

664,917

千円千円 千円

千円

職員数 （参考）類似団体平
均一人当たり給与費

59,172,360 9,183,103 15.5120,037

職員手当

人件費 （参考）

千円 ％

期末・勤勉手当

２７年度の人件費率

実質収支

％

B／A

人件費率

6,042,387

662,681

人
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 (4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について
【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組

むとされている。

①　給料表の見直し

　〔　実施　　未実施　〕

実施内容

（給料表の改定実施時期）　　平成２７年４月１日

（内容）　行政職給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。

　　　　　激変緩和のため、国と同様に３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

　　　　　他の給料表については、行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②　地域手当の見直し

実施内容

（支給割合） 国の基準と同様とする。

％ ％

％ ％

％ ％

（実施時期） 平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２８年度は下表のとおり。

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

※ 札幌市内勤務の職員への支給は、平成２８年４月１日より実施

③　その他の見直し内容

 (5) 特記事項
　特別職等の給料月額において、平成２９年度は、市長は１５％、副市長は９％、教育長は６．５％減額しており、これを基礎と

して計算される手当にも反映しています。期末手当については、支給率を年間４．１０か月としています。

　一般職（教育長を除く）においては、平成１６年度から段階的に給料月額の独自削減を実施し、医師以外の職員について、平成

２６年度は職務の級に応じて１．５％から２．５％の独自削減を行い、平成２７年度に独自削減を解消しました。また、給料月額

を基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも独自削減を反映していたところです。管理職手当についても、平成９年１０

月から一部削減しており、平成２６年度は部長職と次長職は６．５％、課長職は４．０％を本来の額から減額し、平成２７年度に

削減を解消しました。特殊勤務手当は平成１９年度から大幅に見直し７７種類から２１種類へ削減しましたが、医師確保の観点か

ら平成２２年度より３０種類となっています。期末勤勉手当について、平成２９年度は支給率を年間４．３０か月としています。

２　一般行政職給料表の状況（２９年４月１日現在）

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２９年４月１日現在）
①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

328,317

18

20

平成２６年度
の支給割合

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

16

20

北海道

42.3

392,359

305,755小樽市

408,493 371,942320,883

18 20

15.5

平均給与月額
（国比較ベース）

370,658

-

42.3

国

東京都特別区勤務の職員

医師・歯科医師

札幌市内勤務の職員

東京都特別区勤務の職員

支給対象地域 国基準

340,083

410,719

小樽市

札幌市内勤務の職員 －

16

3 3

平成２７年度の支給割合

－

４月１日時点

361,100

類似団体

43.6

医師・歯科医師

44.4

平成２８年度
の支給割合

16

3

18.5

支給対象地域

15 15

平成２９年度
の支給割合

16

20

3

330,531

遡及改定後

－
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②技能労務職

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

円

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２６～２８年の３か年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

③教育職　（指導主事及び社会教育主事）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）

　　　　で算出している。

 (2) 職員の初任給の状況（２９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 － 円

 (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２９年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

※　技能労務職の平均給料月額が高いのは、一般行政職と比較し、平均的に採用時の年齢が高いため。

4,023,000

333,058

－

平均給料月額

（該当者なし）

351,717

362,555334,564239

中　学　卒

178,200

143,500

370,274大　学　卒 （該当者なし）

（該当者なし）

146,100

-

経験年数30年

332,757

経験年数25年

289,450

経験年数20年

（該当者なし）

1.4

平均年齢

366,114

北海道

466,539

178,200

小樽市

5,742,177

大　学　卒

2,818,600

398,613

－

5,361,394

小樽市

313,665

うち用務員

370,92243.7

区分

1.9

公務員
（C）

高　校　卒

146,100

平均給与月額

146,100

高　校　卒

40.9

47.4

C／D

参考

参　考

50.3 388,944

1.8

平均給与月額
（B)

公　務　員

A／B

60

職員数

207,300

廃棄物処理業従業員

平均給与月額
（A）

353,094330,900

321,146

1.245.7 293,000

53.3

平均給与月額
（国比較ベー

ス）

1.5

民　間

203,800

365,763370,380

55.0 359,568

342,927

平均給料月額

53.4

55.2用務員318,209

自家用乗用自動車運転者

2.25,879,539

8

2,722

48

小樽市

364,915

2,685,100

技能労務職

教　育　職

56.4

336,840

11

高　校　卒

372,786

422,849

353,579

309,338

347,725

北海道

142,600

国

178,200

経験年数１０年

146,100

328,360286,833 -

北海道

民間
（D）

年収ベース（試算値）の比較

小樽市 6,039,148

高　校　卒

（該当者なし）

146,100

373,533

区　　　         分

387,075

135,500

（該当者なし）

（該当者なし）

技能労務職 （該当者なし）

369,950

333,375

大　学　卒

高　校　卒 （該当者なし）

（該当者なし）

（該当者なし）

類似団体

うち清掃作業員

うち運転手

区 分

区分

中　学　卒

一般行政職

類似団体

（該当者なし）（該当者なし） （該当者なし）

対応する民間
の類似職種

平均年齢平均年齢

（該当者なし）

一般行政職

（該当者なし）

50.6

5

区　　分

国

うち運転手

52.8

53.8

うち用務員

うち清掃作業員
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

 (1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２９年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　小樽市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（注１）平成１９年度に９級制から８級制に変更している。（給与構造改革の導入にあわせ、旧給料表の３級と４級を統合等）

（注２）級別毎に小数点第２位を四捨五入しているため、構成比合計割合が１００％にならない場合もある。

 (2) 昇給への人事評価の活用状況（小樽市）

　ロ　人事評価を活用していない

　　　標準、下位の区分

平成２９年４月２日から平成３０年４月１日
までにおける運用

昇給可能

な区分

　　　標準の区分のみ（一律）

一般職員

　　　上位、標準、下位の区分

187

昇給実績が

ある区分

昇給可能

な区分

228,900

192,700

262,000 380,600

349,600

12.5

303,800

247,100

409,800

407,700

1.7

職員数

140

　係長職・主任職

21.9

１号俸の
給料月額

３　　級

　高度の知識又は経験を必要とする主事

標　準　的　な　職　務　内　容

　部次長職・複雑又は困難な業務を処理する課長職

　課長職・特に複雑又は困難な業務を処理する係長職

　活用している昇給区分

　イ　人事評価を活用している

4

11.4

29.2

　　　上位、標準の区分

２　　級

　主事

11

468,200

444,500

15.8

44

362,300

288,000

318,500

392,600101

0.6

142,600

6.9

80

８　　級

　複雑又は困難な業務を処理する係長職・複雑又は困難な業務を処理する主任職

　部長職・複雑又は困難な業務を処理する部次長職

４　　級

区　　分

６　　級

５　　級

７　　級

　　　活用予定次期

１　　級

　複雑又は困難な業務を処理する部長職

職員数

昇給実績が

ある区分

管理職員

最高号俸の
給料月額

73

未定 未定

１級

12.5%

１級

10.9%
１級

9.1%

２級

21.9%
２級

20.2%

２級

6.9%

３級

11.4%
３級

11.9%
３級

26.0%

４級

29.2%
４級

33.0%
４級

30.2%

５級

15.8%
５級

14.4%
５級

17.9%

６級

6.9%
６級

7.2%
６級

7.2%

７級

1.7%
７級

1.6%

７級

2.6%

８級

0.6%

８級

0.8% ８級

0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２９年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（２８年度） １人当たり平均支給額（２８年度）

千円　 千円　

（２８年度支給割合） （２８年度支給割合） （２８年度支給割合）

　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　期末手当　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

　・役職加算 　・役職加算　　　５～２０％ 　・役職加算　　　５～２０％

　・管理職加算　１０～２５％ 　・管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　勤勉手当への人事評価の活用状況（小樽市）

 (2) 退職手当（２９年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし 定年前早期退職特例措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 （２％～４５％加算）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２８年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（２９年４月１日現在）
千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

国

(0.80)

25.55625

支給対象職員数

41.325

国の制度（支給率）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

34.5825

49.59

68,718

支給実績が

ある成績率

16.0

支給実績（２８年度決算）

(1.45)

支給可能

な成績率

29.145

20.0

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

勧奨・定年

北 海 道

　活用している昇給区分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

(1.45)

2.60

(0.80)

　イ　人事評価を活用している

2.60

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

－

国

1.70

1,438

(1.45) (0.80)

2.60

1,686

1.70

職制上の段階、職務の級等による加算措置

64

自己都合

49.59

自己都合 勧奨・定年

49.59

1,507

34.5825

（支給率）

29.145

49.59

支給対象地域

20,364

小 樽 市

49.59

20.445

（支給率）

41.325

20.445

平成２９年度中における運用

1.70

　　　上位、標準の成績率

20.0

25.55625

札幌市内勤務の職員 3.0 6

医師・歯科医師

1東京事務所勤務の職員

支給率

1,025,638

3.0

16.0

49.59

管理職員 一般職員

５～２０％

支給可能

な成績率

支給実績が

ある成績率

　　　上位、標準、下位の成績率

未定 未定　　　活用予定次期

　　　標準の成績率のみ（一律）

　ロ　人事評価を活用していない

　　　標準、下位の成績率
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 (4) 特殊勤務手当（２９年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

左記職員に対す
る支給単価

　％

　円

0

269

544,950

１日につき
730円

１日につき
300円

１日につき
550円

勤務１回につき
1,100円

１日につき
840円

23

20.9

支給実績（２８年
度決算）

１月につき
50,000円

１月につき
150,000円

１月につき
50,000円

交通費実費

勤務１回につき
2,900円

管理者が定める額

１月につき
7,000円

交通費実費

勤務１回につき
6,800円

28,278
勤務１回につき

3,300円

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

手当の種類（手当数）

建設部職員

消防職員が、警報発令下におけるその異常な自然現象若しくは大
規模な事故により重大な災害が発生した箇所若しくはその周辺にお
いて放水、人命救助、破壊、機関操作、吸水若しくは救急活動に従
事する勤務又は消防組織法(昭和２２年法律第２２６号)第４４条第５項
に基づく指示を受けて出勤した緊急消防援助隊の活動(当該緊急消
防援助隊が同法第４４条の３第１項の規定による指示を受けて出勤し
た場合の活動を含む。)に従事する勤務

医療職給料表の適用を受ける者が従事する勤務

消防職員以外

業務に必要な調査研究に従事する勤務

保健所長である医師

企業職員
困難業務手当

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

主な支給対象業務主な支給対象職員

医師業務手当

保健所長以外の保健所医
師又は歯科医師

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満であ
るとき

病院の助産師、看護師又は
准看護師

病院の診療放射線技師又は
エックス線助手

保健所長である医師

エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する
勤務

業務に必要な調査研究に従事する勤務
保健所長以外の医師又は歯
科医師

企業職員
有害業務手当

調査研究手当

保健所における診療業務に従事する勤務

保健所
診療業務手当

消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい
て行われる通信指令業務に従事する勤務でその勤務時間が深夜の
一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が２時間未満
であるとき

週休日等通勤費
（企業職員以外）

保健所における診療業務に従事する勤務

医師又は歯科医師

医師又は歯科医師

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

医療職給料表（１）の適用を受ける者が調査研究に従事する勤務

手当の名称

不快業務手当

建設部に所属する職員が、交通を遮断することなく行う道路の維持
修繕の作業その他の作業で総務部長が定めるものに従事する勤務

企業職員（病院）
週休日等通勤費

1,697,665

消防職員

職員全体に占める手当支給職員の割合（２８年度）

危険業務手当

消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい
て行われる通信指令業務に従事する勤務でその勤務時間が深夜の
一部を含む勤務である場合で深夜における勤務時間が２時間以上４
時間未満であるとき

前号に掲げる職員以外の職員が、警報発令下におけるその異常な
自然現象により重大な災害が発生するおそれがある箇所又は発生し
た箇所において、その応急作業に従事する勤務

生活環境部職員

困難業務手当

消防職員

危険業務手当

600

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が４時間以上であるとき

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の全部を含む勤
務である場合

企業職員
医師業務手当

0

32,397

22,846

1,180

0

0

1,749

0

241,827

12

150

1,250

50

1,200

危険業務手当

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

支給実績（２８年度決算）

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

１月につき
150,000円

１月につき
50,000円

勤務１回につき
410円

生活環境部に所属する職員が、し尿浄化槽内において行う当該浄
化槽の清掃作業及びこれに付随する作業に従事する勤務

0

消防職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜
（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい
て行われる通信指令業務に従事する勤務でその勤務時間が深夜の
全部を含む勤務である場合

勤務１回につき
730円

6



千円

千円

千円

千円

※再任用短時間勤務職員の月額手当・日額手当は、勤務時間に応じて割り落とした額となる。

 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員

　　　　数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

 (6) その他の手当（２９年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※　「４　職員の手当の状況」に記載している決算額は全会計（病院事業会計・上水道事業会計・下水道事業も含む）を合計したものです。

左記職員に対す
る支給単価

交通費実費

１日につき
400円

109,577

174,754

１日につき
730円

143,819

233,317千円

302,140

21

支給実績
（２８年度決算）

支給実績（２８年
度決算）

139,876

千円

635,393

9

千円

0単身赴任手当

32,779

199,518

135,019

352,461

平均支給年額

支給職員１人当たり

千円

163,296

千円

7,781

扶養手当

寒冷地手当

－

－住居手当

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

406,329

115,276

千円

水道局職員

（２８年度決算）

同

－

宿日直手当

あらかじめ割り振られた正規の勤務時間以外の時
間や休日に宿直や日直の勤務を行った場合に支
給
①通常の宿日直
　　１回4,200円（半日直2,100円）
②病院において入院患者の病状の急変等に対処
　するための医師又は歯科医師の宿日直
　　１回20,000円
③緊急医療従事及び器具等監視
　　１回5,900円（半日直2,950円）
④常直的な宿日直勤務
　　月額21,000円
　　（勤務日数が月の2分の1以下の場合
　　　月額10,500円）

同

－

274

国の制度
との異同

夜間勤務手当

借家の場合、月額 12,000円を超える家賃を支
払っているときに限り一定の計算方法による額（上
限 月額 27,000円）

正規の勤務時間として、午後１０時から翌日の午
前５時までの間に勤務を命ぜられた場合、１時間
当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た
額を時間数に応じて支給

休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

休日勤務手当

支給実績（２７年度決算）

同

異

－

同

同

通勤手当

国
定額制だが支
給額が異なる

下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務

管理職手当

企業職員（水道）
週休日等通勤費

病院に勤務する医師が診療に従事した場合

手　当　名

398,281

275

課長職以上の管理職に支給
①部長職　　　 月額 77,000円
②次長職　　　 月額 61,000円
③課長職　　　 月額 46,000円

企業職員
危険業務手当

水道局職員

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

医師又は歯科医師
企業職員
医事手当

①配偶者　月額 10,000円
②子　　　　月額 8,000円
（16歳から22歳まで　1人5,000円加算）
②その他　月額 6,500円

千円

職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算）

企業職員
不快業務手当

手当の名称

内容及び支給単価

片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給

主な支給対象職員 主な支給対象業務

支給実績（２８年度決算）

千円

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

同

警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害が発生
するおそれがある箇所又は発生した箇所において、その応急作業に
従事する勤務

－

－

同

勤務異動に伴い、住居を移転し、やむを得ない事
情により同居していた配偶者と別居し、単身で生
活することを常況とし、距離制限を満たす場合支
給
30,000円に交通距離に応じて加算する額（上限
70,000円）を月額として支給

同

56,978

－

0

国の制度と
異なる内容

1

85,000

213,203 管理者が定める額

千円

7



５　特別職の報酬等の状況（２９年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

（ 円）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

　（２８年度支給割合）

月分

　（２８年度支給割合）

月分

（支給時期）

任期毎

任期毎

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

　　　　勤めた場合における退職手当の見込額である。

６　職員数の状況

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

欠員不補充

その他

欠員不補充

その他

欠員補充

欠員補充

欠員補充、業務増

欠員補充

欠員不補充

欠員補充

欠員補充、業務増

欠員補充

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

432,000

税 務

農林水産

衛 生

区 分

441,000

792,000

534,000

835,550

副 市 長

47

18,047,880

24

市 長

57

23

病 院

631

1

720,720

983,000

482,000

一
般
行
政
部
門 民 生

171 161

小　計

124

94

消 防 部 門

109

525

240

消防団を除くと1,965

小　計

2

11

土 木

議 長

教 育 部 門 110

185

1,057

市 長 給料月額×支給率（540/100）×勤続年数

707

副 市 長

31

72

10

9

　　　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

普
通
会
計
部
門

684

129

30商 工

▲ 375

平成２９年

議 会

2

総 務

平成２８年

議 員

市 長

給
　
　
料

給 料 月 額 等

報
　
　
酬

副 市 長

副 議 長

481,000

副 議 長

期
末
手
当

12,972,960

退
職
手
当

議 長

議 員

4.10

（参考）類似団体における最高／最低額

1,030,000

4.10

760,000

670,000

880,000

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　８８．０６人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　５９．８４人）

給料月額×支給率（450/100）×勤続年数

241

2

0

11

職員数

労 働

対前年
増減数

1

[　2,479　］ [　2,479　］

620,000

178

主な増減理由

400,000

450,000

1,034

377,000

0

2

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　５８．９０人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　４５．１６人）

（各年４月１日現在）

23

7

5

▲ 1

　　（算定方式）

1

（１期の手当額）

▲ 1

96

10

[　0　］

0

23502

57

＜参考＞
人口１万人当たり職員数　１４２．６２人

消防団を除くと1,965

合　　計

水 道 58

15

57

15

1,665

下 水 道

655

そ の 他

小 計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

1,712

8



 (2) 年齢別職員構成の状況（２９年４月１日現在）

　

 (3) 職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

1,712

～

36歳24歳

～

40歳

～～

人

公営企業等会計計

普通会計

1,632 1,665

職員数
158

1,6581,642総合計

80

２９年

178117

109

17717

教育

655

631

人

119

112

人

206

人

244

655

242

192

629

人

633

241

114

614

1,018

121

人
～

28歳

1,057

241

～

238

1,0261,013

人

～

60歳52歳

２４年

39歳 以上59歳

～

人

44歳32歳

区　分

31歳

20歳

27歳未満 23歳 35歳

56歳48歳

～

43歳

人 人

51歳 55歳47歳

～

人

一般行政

部門別

年度

20歳

消防

637

242 240

110

２６年 ２８年２５年

676 684

1,025

113

41

1,712

655

過去５年間
の増減数（率）

707670

２７年

43

（▲0.4％）▲ 1

52

184

（単位　：　人・％）

801,663 （4.9％）

391,034

（6.7％）

人

▲ 12 (▲9.9％）

(3.8%)

計

(7.9%)

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%

9



７　公営企業職員の状況

 (1) 上水道事業

    1)職員給与費の状況① 職員給与費の状況

     ア　決算ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費51,038千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２９年３月３１日現在の人数である。

イ　特記事項

　平成１６年度から段階的に給料月額の独自削減を実施し、平成２６年度は職務の級に応じて１．５％から２．５％の独自削減を

行い、平成２７年度に独自削減を解消しました。また、給料月額を基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも独自削減を

反映していたところです。管理職手当についても、平成９年１０月から一部削減しており、平成２６年度は部長職と次長職は

６．５％、課長職は４．０％を本来の額から減額し、平成２７年度に削減を解消しました。特殊勤務手当は平成１９年度から大幅

に見直し１５種類から４種類へ削減、さらに平成２１年度に１種類削減し、３種類となっています。

　期末勤勉手当について、平成２９年度は支給率を年間４．３０か月としています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２９年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２８年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２９年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２８年度に退職した職員に支給された平均額である。

　　　

千円

343,701

％　

12.8

千円

5,675

千円　

62
227,084 6,166

1.70

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

千円

団 体 平 均

２８年度

職員数

職員手当

（参考）都道府県平
均一人当たり給与費

一人当たり
給与費　B／A

区分

２８年度
488,230

計　　　　B

％　　　　千円

総費用

A

千円　

区分
純損益又は実質収支 職員給与費

（参考）

２７年度の総費用に占
める職員給与費比率

総費用に占める
職員給与費比率

B／AB

期末・勤勉手当

給　与　費

13.12,348,934

A

20.445

84,313

基本給

513,093

29.145

１人当たり平均支給額（２８年度）

351,849

504,469

25.55625

330,131

34.5825

（支給率）

１人当たり平均支給額（２８年度）

(1.45)

300,811

給　 料

46.4

29.145

自己都合

小 樽 市

千円

　　　　　　区　　分

40,452

千円

平均月収額

事 業 者

44.4

平　均　年　齢

千円

(0.80)

1,465

（支給率）

49.59

10,25120,989

勧奨・定年

41.325 49.59

49.59

20.445

自己都合

41.325

25.55625

49.59

勧奨・定年

市町村　（一般行政職・団体平均等）

５～２０％

2.60

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

市町村　（一般行政職・団体平均等）

1,482

49.5949.59

34.5825
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ウ　地域手当（２９年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２９年４月１日現在）

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（２９年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

　円

千円

左記職員に対す
る支給単価

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

13,340

１日につき400円

交通費実費

支給職員１人当たり

千円

5,468 97,646

0

職員全体に占める手当支給職員の割合（２８年度）

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

国の制度（支給率）

支給対象者なし

不快業務手当

主な支給対象職員

支給率

支給実績（２８年度決算）

0

支給対象職員数

0

0

水道局職員

支給対象地域

支給実績（２８年度決算）

主な支給対象業務

22

水道局職員

手当の名称

支給実績（２７年度決算） 12,132

危険業務手当

252

週休日等通勤
費

下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務

職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 229

職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

支給実績（２８年度決算）

交通機関での通勤者（通
勤手当として定期代相当
額を支給されているもの
を除く。）

内容及び支給単価手　当　名
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

289,933

同 6,072

支給実績
（２８年度決算）

－

同 千円

同 千円

千円

①配偶者　月額 10,000円
②子　　　　月額 8,000円
（16歳から22歳まで　1人5,000円加算）
②その他　月額 6,500円

4,349

8,080

借家の場合、月額 12,000円を超える家賃を支
払っているときに限り一定の計算方法による額（上
限 月額 27,000円）

同 4,133

－

－

607,200

千円

課長職以上の管理職に支給
①部長職　　　 月額 77,000円
②次長職　　　 月額 61,000円
③課長職　　　 月額 46,000円

※時間外手当に含む

扶養手当

住居手当

同

休日勤務手当

管理職手当

－

通勤手当
片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給

－

休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

寒冷地手当

同

－

179,682

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

3

11.1

3,150支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

21

0

　％

１日につき730円

平均支給年額

支給実績（２８年
度分）

0

警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害
が発生するおそれがある箇所又は発生した箇所において、
その応急作業に従事する勤務

手当の種類（手当数）

（２８年度決算）

224,444

1
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(2) 下水道事業

    1)職員給与費の状況① 職員給与費の状況

     ア　決算ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費42,699千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２９年３月３１日現在の人数である。

イ　特記事項

　平成１６年度から段階的に給料月額の独自削減を実施し、平成２６年度は職務の級に応じて１．５％から２．５％の独自削減を

行い、平成２７年度に独自削減を解消しました。また、給料月額を基礎として計算される手当（退職手当を除く）にも独自削減を

反映していたところです。管理職手当についても、平成９年１０月から一部削減しており、平成２６年度は部長職と次長職は

６．５％、課長職は４．０％を本来の額から減額し、平成２７年度に削減を解消しました。特殊勤務手当は平成１９年度から大幅

に見直し１５種類から４種類へ削減、さらに平成２１年度に１種類削減し、３種類となっています。

　期末勤勉手当について、平成２９年度は支給率を年間４．３０か月としています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２９年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２８年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２９年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２８年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（２９年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

平　均　年　齢

0

（支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

1,474

市町村　（一般行政職・団体平均等）

17

612,196

　　　　千円

千円

3,221,581

A

510,993

千円

区分
職員給与費

B

千円　 千円　

期末・勤勉手当

職員数

55,308

29.145

41.325

事 業 者

小 樽 市

支給実績（２８年度決算）

職員手当

(0.80)

13,081

千円

1,449

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

支給対象者なし 0

５～２０％

２８年度

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

20.445 25.55625

49.59

2.60 1.70

(1.45)

国の制度（支給率）支給対象職員数

0

507,345

43.3

１人当たり平均支給額（２８年度）

98,007

（参考）都道府県平
均一人当たり給与費

一人当たり
給与費　B／A

49.59

29.145

２７年度の総費用に占
める職員給与費比率

6,130

41.325

％　

1.6

％

7,2900

20.445

34.5825

25.55625

市町村　（一般行政職・団体平均等）

49.59

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

34.5825

49.59

千円

43.7

61,736

324,134

23,190

平均月収額

区分

団 体 平 均 340,980

　　　　　　区　　分

１人当たり平均支給額（２８年度）

給　与　費

基本給

２８年度

給　 料

A

総費用に占める
職員給与費比率

純損益又は実質収支

計　　　　B

千円千円

（参考）
総費用

B／A

1.7

49.59

00

支給対象地域

49.59

5,765
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エ　特殊勤務手当（２９年４月１日現在）

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

カ　その他の手当（２９年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

水道局職員

3

主な支給対象職員手当の名称

水道局職員

9

警報発令下におけるその異常な自然現象により重大な災害
が発生するおそれがある箇所又は発生した箇所において、
その応急作業に従事する勤務

１日につき400円下水道マンホール内において汚泥処理作業に従事する勤務

危険業務手当

手当の種類（手当数）

支給実績（２８年度決算） 9

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

支給実績（２８年
度決算）

主な支給対象業務

職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算）

支給実績（２８年度決算） 7,117

職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算）

不快業務手当

4,400

職員全体に占める手当支給職員の割合（２８年度） 11.8

手　当　名 内容及び支給単価

318

週休日等通勤
費

交通機関での通勤者（通
勤手当として定期代相当
額を支給されているもの
を除く。）

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

支給実績
（２８年度決算）

支給実績（２７年度決算） 5,087

445

扶養手当

①配偶者　月額 10,000円
②子　　　　月額 8,000円
（16歳から22歳まで　1人5,000円加算）
②その他　月額 6,500円

同 － 2,096

同 －

同 －

同

－

一般行政職
の制度と異
なる内容

552

通勤手当
片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

千円

休日勤務手当 ※時間外勤務手当に含む

－

同
休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

管理職手当

住居手当
借家の場合、月額 12,000円を超える家賃を支
払っているときに限り一定の計算方法による額（上
限 月額 27,000円）

－

課長職以上の管理職に支給
①部長職　　　 月額 77,000円
②次長職　　　 月額 61,000円
③課長職　　　 月額 46,000円

同

寒冷地手当

552,000千円

0

千円

千円 209,600

交通費実費

134,679

（２８年度決算）

一般行政職
の制度との

異同

　円

千円

　％

275,000

96,156

825

943

0

1,539

平均支給年額

千円

１日につき730円

左記職員に対す
る支給単価

支給職員１人当たり
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(３) 病院事業

    1)職員給与費の状況① 職員給与費の状況

     ア　決算ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成２９年３月３１日現在の人数である。

イ　特記事項

　医師以外の一般職においては、平成１６年度から段階的に給料月額の独自削減を実施し、平成２６年度は職務の級に応じて

１．５％から２．５％の独自削減を行い、平成２７年度に独自削減を解消しました。また、給料月額を基礎として計算される手当

（退職手当を除く）にも独自削減を反映していたところです。管理職手当についても、平成９年１０月から一部削減しており、

平成２６年度は部長職と次長職は６．５％、課長職は４．０％を本来の額から減額し、平成２７年度に削減を解消しました。

特殊勤務手当は平成１９年度から大幅に見直しましたが、医師確保の観点から、平成２２年度より１８種類となっています。

　期末勤勉手当について、平成２９年度は支給率を年間４．３０か月としています。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２９年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２８年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当

 医師 月分 月分

 医師以外 月分 月分

月分 月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　・役職加算

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

千円

計　　　　B

総費用

3,772,303

（参考）

491,492

％　

2７年度の総費用に占
める職員給与費比率

基本給

34.9

１人当たり平均支給額（２８年度）

２８年度
750,070

10,820,893

521
1,942,236 1,079,997

1,363

2.60 1.70

2.60 1.70

総費用に占める
職員給与費比率

純損益又は実質収支

区分

区分

A

A

B B／A

％

小 樽 市 39.8

　　　　　　区　　分

千円

　　　　千円

1,406,590

千円　

325,787 603,054

千円　

うち看護師

39.4

うち事務職員 40.9 305,571

39.2

566,499

市町村　（一般行政職・団体平均等）

324,557

うち医師

1,440

うち医師

うち看護師

１人当たり平均支給額（２８年度）

299,103

うち事務職員

平均月収額

期末・勤勉手当給　 料

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

２８年度

職員手当

職員数

職員給与費

△ 944,569

325,098

平　均　年　齢

42.1

千円

(0.80)

千円

526,366

44.8

518,753

42.9

事 業 者

569,413

3,772,303

給　与　費

40.4

(1.45)

団 体 平 均

５～２０％

1,403,813

291,151 461,749

496,432

7,241

35.2

一人当たり
給与費　B／A

千円

6,848

（参考）都道府県平
均一人当たり給与費

千円
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イ　退職手当（２９年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

なし なし

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、２８年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当（２９年４月１日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２９年４月１日現在）

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

1,749

34.5825

6,011

28,278

5

支給実績（2８年
度決算）
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　％職員全体に占める手当支給職員の割合（２８年度） 64.9

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が２時間以上４時間未満であ
るとき

主な支給対象職員

支給実績（２８年度決算） 540,300

22,846

主な支給対象業務

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算） 1,598,521

企業職員
週休日等通勤費

職員１人当たり平均支給年額（２７年度決算） 502

181,992

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の一部を含む勤
務である場合で深夜における勤務時間が４時間以上であるとき

支給実績（２７年度決算） 190,701

交通費実費

企業職員
医事手当

医師又は歯科医師 病院に勤務する医師が診療に従事した場合 管理者が定める額

医師又は歯科医師 医療職給料表（１）の適用を受ける者が調査研究に従事する勤務

職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算） 473

企業職員
医師業務手当

交通機関での通勤者（通勤
手当として定期代相当額を
支給されているものを除く。）

週休日又は休日に勤務命令を受けて勤務する際の交通費

241,827 管理者が定める額

213,203

0

支給実績（２８年度決算）

医師

企業職員
有害業務手当

病院の診療放射線技師又は
エックス線助手

エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する
勤務

企業職員
困難業務手当

病院の助産師、看護師又は
准看護師

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時から
翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）において行われる看護
等の業務に従事する勤務で、その勤務時間が深夜の全部を含む勤
務である場合

手当の名称

手当の種類（手当数）

16 63

自己都合

29.145

自己都合（支給率） （支給率）

41.325 49.59 41.325

34.5825

市町村　（一般行政職・団体平均等）

20.445 25.55625

支給職員１人当たり平均支給年額（２８年度決算） 955,540

49.59

20.445 25.55625

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（２８年度決算） 60,199

49.59 49.59

29.145

勧奨・定年

小　　　　　　　　　　　樽　　　　　　　　　　　市

勧奨・定年

49.59

勤務１回につき
6,800円

左記職員に対す
る支給単価

１月につき
7,000円

4,763

49.59

勤務１回につき
2,900円

　円

千円

勤務１回につき
3,300円

32,397
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カ　その他の手当（２９年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

円千円

同

宿日直手当

あらかじめ割り振られた正規の勤務時間以外の時
間や休日に宿直や日直の勤務を行った場合に支
給
①通常の宿日直勤務　　1回につき 4,200円（半日
直の場合は、2,100円）
②病院において入院患者の病状の急変等に対処
するための医師又は歯科医師の宿日直勤務　1回
につき20,000円
③病院における緊急の医療従事や機器等の監視
などを伴う宿日直勤務　1回につき5,900円（半日
直の場合は、2,950円）
④常直的な宿日直勤務　月額21,000円（ただし、
勤務日数が月の2分の1以下の日数の場合は、
10,500円）

同

－

－ 32,779

通勤手当

休日勤務手当

手　当　名

同 －扶養手当

337,926

183,213

千円 76,068

休日等の正規の勤務時間帯に勤務した場合に、
１時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じ
て得た額を時間数に応じて支給

同

千円43,238夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前
５時までの間に勤務を命ぜられた場合に、１時間
当たりの給与額に１００分の２５の割合を乗じて得
た額を時間数に応じて支給

65,584 千円 596,218

寒冷地手当

１１月～３月の各月の初日に在職する職員に対し
て、その世帯区分に基づき支給
①世帯主　　月額 23,360円
②準世帯主　　月額 13,060円
③非世帯主　　月額 8,800円
④その他　　支給なし

同 － 39,403

※時間外勤務手当に含む－

122,545

管理職手当

課長職以上の管理職に支給
①部長職　　　 月額 77,000円
②次長職　　　 月額 61,000円
③課長職　　　 月額 46,000円

同 －

片道の通勤距離が２ｋｍ以上で、交通機関・用具
を利用する職員に支給 同 － 38,724 千円

201,012

292,281住居手当
借家の場合、月額 12,000円を超える家賃を支
払っているときに限り一定の計算方法による額（上
限 月額 27,000円）

同 － 41,796 千円

①配偶者　月額 10,000円
②子　　　　月額 8,000円
（16歳から22歳まで　1人5,000円加算）
②その他　月額 6,500円

35,981 千円

支給実績
（２８年度決算）

内容及び支給単価
一般行政職
の制度との

異同

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給職員１人当たり

平均支給年額

（２８年度決算）
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